
視点

http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no143/siten.htm[2008/10/03 13:53:53]

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー

視 点

節目を迎えた企業年金議論
No.143 2000年10月

企業年金の受給権確保を眼目とする「企業年金法」制定の動きが具体化し

ている。報道されたその骨格は、これまで企業年金を代表してきた厚生年

金基金（以下、「基金｣）と税制適格年金（同「適年」）の枠組みを変更す

る内容となっている。「日本版401(k)」として話題を呼んだ「確定拠出年金

法案」が先の通常国会で廃案となり、次の臨時国会でも成立の目途が立た

ないなど事態は流動的だが、それにしても厚生省の研究会による基金制度

の見直し提起や規制緩和小委員会による「確定給付型年金」導入論など96

年いらいの一連の議論は、今やひとつの節目を迎えたといえそうである。

企業年金をめぐる状況

周知のように、わが国の企業年金は退職一時金の「年金化」（すなわち分

割払い）をベースにしている。設計における給付建て（確定給付）、受給

時の税制優遇、企業負担の損金扱いなど、いずれも退職一時金が元になっ

ているからこその特徴である。だがこの数年の超低金利を背景に運用収益

が予定利率を下回って積立不足が膨らみ、適年は毎年数千件のオーダーで

解散を余儀なくされている。大企業に多い基金でも二桁の解散が続いてい

る。解散に至らぬまでも予定利率を（したがって給付水準を）引き下げる

ケースは枚挙にいとまがない。本来国に納めるべき厚生年金保険料の一部

を手元において運用する「代行」制度が特徴の基金では、低金利による利

差損はいっそう大きい。そして「代行」部分は厚生年金の予定利率に対応

して給付しなければならないため、本来の企業年金である加算部分がその
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支払いに吸い込まれてしまう事態も起こる。あげく倒産となれば退職金さ

え失って街頭に放り出されるケースさえ生まれる。日本紡績基金の崩壊は

その悲劇的な例だった。

こうした状況のなか、ここ数年企業年金をめぐって3つの問題が話題を呼ん

できた。そのひとつが原理的に「積立て不足」を引き起こさない「確定拠

出型」（拠出建て）年金の導入であり、ふたつは基金における「代行」制

度の見直し（廃止）であり、そして労働者の受給権を確保する方策であ

る。受給権確保のためには預金保険機構のような支払保障制度が必要だ

が、適年にはそうしたものはそもそもないし、基金の保障制度にしても決

して充分なものでないことは日本紡績基金の例で実証されており、その後

の適用例でも保障割合は2～6割台にすぎない。

退職後の生計費すべてを公的年金だけでまかなうことはできない。いわゆ

る「ミニマム」ではないにせよ、多少ともゆとりある老後を望めばなんら

かの私的努力は必要である。貯蓄や個人年金とならんで企業年金もそのひ

とつである。だが、この企業年金は決してすべての労働者のものにはなっ

ていない。適年や基金がカバーしているのは厚生年金の被保険者の約半分

にすぎず、解散相次ぐなか、その対象範囲は狭まり続けている。過半の民

間労働者が企業年金とは無縁なのである。確定拠出年金がそうした労働者

に普及するかどうかは疑わしい。アメリカとちがって日本では、それは従

来の確定給付型を代替することを期待され登場したものだからである。

今回案の特徴と問題

今回の「企業年金法」構想では、従来どおりの基金の他に「代行」制度を

持たない「基金型企業年金」を新たに設け、また適年はこれまでより財政

運営の基準を強化した「企業型企業年金」（奇妙なネーミングではある）

へ暫時移行するとしている。これら確定給付型（給付建て）年金と並ん

で、すでに法案化されている「確定拠出年金」が併存する……これが今回
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案の示す企業年金の将来像ということになる。

「代行」制度のない基金というのは、従来厚生省がみせてきた頑なな態度

と比べればたしかに新しい構想である。労使双方がそれぞれ「代行」制度

の廃止・見直しを求めてきた声が反映したものといえるかもしれない。だ

が「代行」制度の本当の問題は、賦課方式を基本とする公的年金を純粋積

立方式による企業年金で「代行」しようという矛盾に本質がある。その点

にさかのぼった反省と検証の跡は、今回案には残念ながら見出せない。

今回の案の最大の欠陥は、「受給権保護」の具体策が「積立基準に基づく

積立義務、受託者責任、情報開示」にとどまり、もっとも基本的な「支払

保障制度」を「引き続き検討」として先送りしている点である。これを欠

いては、アメリカのERISA法と比べて決定的に立ち遅れているといわなけれ

ばならない。

もうひとつ、今回案の基本的な問題は、わが国企業年金の基礎となってい

る退職一時金を視野の外に置いていることである。企業年金をその基礎か

ら切り離して扱うのは空論というべきだろう。事実、退職一時金を月例賃

金に上乗せする「先払い」方式（松下電器など）や、勤続年数など年功要

素を算定要素から排除する「ポイント制退職金」への切替え（日立製作所

他）など、多くの企業が企業年金の見直しと前後して退職一時金制度の見

直しに手を着けている。

企業年金支払確保の枠組み

退職金も、月例賃金や一時金とならんで広い意味での「賃金」の一部であ

る。本来の企業年金はその変形にすぎない。したがってその支払確保に関

わる制度、は賃金支払確保・労働債権確保という枠組みの中に位置付ける

のが筋であろう。賃金の支払確保についてはその名もズバリの「賃金の支

払確保に関する法律」（賃確法）がある。だが、第一次石油危機後の臨時

措置として導入されたこの法は、適年や基金のような外部積立型の退職金

を対象から除外しており、制度上は対象となる場合でも実際の融資額限度

で制約されて事実上退職金は支払確保の対象に入らない。
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企業年金の受給権確保は、退職にかかわる労働条件の整備の一環である。

法制的には、労働基準法にいう「賃金」の内容を吟味し、退職一時金やそ

の年金化をも労働債権として明確にし、それに対応する具体的な制度整備

を必要とする。これは、社会保障行政やその補完制度ではなく労働行政の

テーマであろう。一時金と年金の区別なく受給権保護を謳うアメリカの

ERISA法が労働省の所管であることの意味に思いを致し、わが国企業年金法

制の枠組み全体を再検討するよう広く関係者に呼びかけたい。

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー
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寄 稿

日本的経営論争と社会科学

同志社大学文学部教授 石田光男

8月初旬に開催された日経連の夏季セミナーで、雇用優先の経営の是非について学者と経営者の間で激し

い議論が展開されたと、新聞報道は伝えている。報道によればその対立の様相はおよそ次のようなもの

であった。米倉誠一郎一橋大学教授が「株主重視は事実上の国際標準。日本企業の人員削減は避けられ

ない。」これに対して浜田広リコー会長は「従業員は無限の可能性を持った財産であり、配置転換で対

応できる」と反論。また、橋本徹富士銀行会長が、みずほフィナンシャルグループの自然減による5年間

での人員削減計画を説明したのに対して、米倉教授は「それでは国際金融競争に勝てない」と指摘し

た。この議論は経営理念にも及び、奥田硯トヨタ自動車会長は「株主の利益だけしか考えず、従業員の

幸せや企業の社会的責任を考えない経営トップは『経営者』と呼ぶに値しない『経営屋』に過ぎない」

と安易な大量解雇を戒めた。これに対して米倉教授は「（過剰な労働力を）社内で抱え込んでいること

が人間尊重かどうか疑問。早い段階で外に出た方が、当人のチャンスを広げることも多いはずだ」と反

論した。教授は、人間尊重という考え方それ自体についても「サービス残業をさせ、社員に特定の政党

に投票させるような日本企業が本当に人間を尊重しているといえるのか」と批判し、こうした考えが企

業の革新を遅らせ、結果的に新しい雇用を生み出すことができない状況を生んでいると主張した。議論

は最後まで平行線をたどったままだった、という。（8月4日朝刊、日経、読売、朝日各紙）

白熱した論戦に対して評論家風のコメントを加えることはなにやら卑怯で気恥ずかしいが、論点は日本

企業の雇用管理政策の基本にかかわるだけに、この熱を冷ます役回りも一概に無責任というわけではな

いだろう。20世紀も終わろうとしているけれど、この世紀の社会科学の主要な課題の一つは経済行動に

おける市場と組織の関係の説明に向けられていた。例えば、市場の中に、なぜ、いかなる合理性をもっ
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て組織が生成し存在するのか。企業の範囲は何によってきまるのか等々。特に労働サービスは日雇い労

働を例外として、事前に明示的な労働支出の細目を規定しきれないために、組織の中での長期的な交換

関係に置かれているのが常態で、市場の変動から幾重にも隔離されて、その価格と労働支出とが決定さ

れてきた。市場メカニズムが最も作動しにくい商品が労働であった。このことは今風のモデルとされて

いるアメリカでもそうであった。

勿論、程度の差があり、日本はなかんずく組織の原理が優越していたというわけである。そして、少な

くとも、1980年代末までは、日本的な組織原理の優位性が満遍なく語られていたことを我々はよもや忘

れはしまい。そして、国際比較的に、各国によって異なる組織の原理がかえって当該資本主義の国際競

争力を決めているという議論が社会科学の世界では通り相場であった。立論は、だから、そういう80年

代までの論理構成との一貫性が応分に確保された上でのものでなければ理性的であるとは言えないだろ

う。

他方、社会科学というのはつくずく時代の子であると思うのだが、雇用に関する市場と組織の関係につ

いての立論は、実態の歴史的変化に応じて次のように移ろった。19世紀から今世紀初頭にかけての経営

は（親方）請負制度が一般的で、この請負制度を廃絶して労働力を直接的に管理することが効率化への

途であった。労働の価格の決定は請負価格の交渉から直接的な賃金決定へと変化し、労働支出の決定は

親方による配下の統制から企業経営者の管理を媒介にしての決定へと変化し、企業組織も巨大化した。

さらに、労働組合が組織されるに及んで、賃金と労働支出が団体交渉で決定されるに至った。つまり、

市場の後退と組織の優位である。また、そうなることが、資本主義の現代化であり、産業民主主義の進

展であって、それとケインズ的経済政策と社会保障制度の整備があいまって比較的に格差の少ない社会

が実現できると観念されてきた。しかし、1980年代以降特に過去10年は、組織原理の抑制と市場的規律

の優位の言説が世界を覆っている。ここでは、市場的規律に委ねていくことがメガコンペティションを

生き抜く途であり、そうすることが個々人の個性を開花し、人間が自由になるための正しい途であると

いう観念が流布されている。

次の諸点が留意されなくてはならないだろう。第一に、80年代までの日本の経営についての言説と今日

の言説との首尾一貫性を自覚して発言すること。第二に、雇用をめぐる組織と市場のありかたについて

の言説は、否応もなく、価値を語ることになるということを自覚すること。上記の歴史的記述をみても
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わかるように、経済的効率を追及しての立論の裏側に「あるべき人間のあり方」に関する観念が織り込

まれている。織り込まれざるをえないのである。不確実性に向けての決断も不決断もそういう幸福とか

善きこととかの価値的想念に励まされてのみ可能であるからである。冒頭の議論のおもしろさは、愚に

もつかない近年の我が国の凡庸で退屈な言論界の中にあって、久々に価値をめぐる論戦たりえているか

らである。第三に、争われている雇用管理のあり方は、価値をめぐる派手な論戦とは別に個別経営に

あっては地味なルールとして答えが出されているということを真摯にうけとめること。労働サービスを

組織なしに短期的なスポット契約だけで購入し充用することは原理的に不可能であるし、他方、組織原

理による賃金決定や労働支出の決定がしばしば非効率に堕する、というわけであるから、市場と組織の

あるべき調和を探るという以外にないからである。その均衡を雇用に関するルールに即して、あらたな

組織の原理として論理的な言葉で語ること、そのことが本当に問われていることである。
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特 集

世界銀行の東アジア・太平洋地域における「社会保護」への取り組み

世界銀行東アジア・太平洋地域担当

ルイス・チャールス・ビオサット氏

6月19日、世界銀行の東アジア・太平洋地域担当のルイス・チャールス・ビオサット氏が連合総研で世銀

の「社会保護」に関わる活動の状況ついてレクチャーを行った。以下はその内容の要約である。

ご紹介ありがとうございます。本日は、お時間をいただいてうれしく思っています。世銀東アジア部門

人材開発局のチャールス・ビオサットと申します。人材開発局は、特に社会政策、社会保護について活

動しており、社会的なセクターは全部入っています。

世銀では、ここ数カ月間、東アジアの社会保護戦略を構成する要素についてまとめる作業をすすめてき

ました。これは、チームとして進めてきた作業であり、同時にグローバルに世銀全体で進めている取り

組みの一環をなすものです。世銀としては新しい社会保護戦略を立案しようとしているところでありま

す。

3つの分野を対象としてきた世銀の「社会保護」

まず、今回の社会保護戦略の主要な点に関して、日本、その他主要なパートナーのみなさんにお伝え

し、みなさんと意見交換をさせていただいて、私どもの分析について、またアジア地域全体の状況につ

いてのご見解をうけたまわりたいと思います。

まず「社会保護」の定義をご紹介したいと思います。世銀にとってどういう意味を持つかということで

す。この定義は、国によっても、地域によっても違っています。OECDはそれなりに定義をもっています

し、ILOの定義もあります。また、私の出身国であるフランスも若干異なった定義をもっています。です

から、まず最初に世銀 がいう「社会保護」とはどういう意味をもつのか、それから世銀における社会保
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護セクターとはどういうことなのかをご説明します。

世銀における「社会保護」とは、相対的に新しいセクターです。もともと世銀が「社会保護」に関与す

ることになったきっかけは、1990年に発表された、貧困をテーマにした世界開発報告でした。貧困緩和

は世銀における主要な目的であるとともに、重点的な分野でもあります。1990年の世界開発報告におい

て、特に「社会保護」ということが強調されました。これは、特に社会的セーフティネットの要素を含

むことになります。これをきっかけに世銀はこの分野に関与するようになりました。

しかし、1つのセクターとして「社会保護」セクターが世銀の中に創設されたのは1996年のことであり、

東アジアに同セクターが設置されたのは1999年です。この地域において、「社会保護」は、教育、保健

とならんで人材開発局の3つのユニットのうちの1つになっています。ほかにも「社会保護」に関連した

セクターがあります。そこでは貧困の軽減と環境保護、社会的に持続可能な開発、あるいは社会参加な

どの全般的な「社会保護」、農村開発、都市開発などの社会的な問題に取り組んでいます。「社会保

護」というセクターだけが社会的な問題に関与しているわけではなくて、他の小セクターあるいはユ

ニットとともに社会的な問題を扱っています。

「社会保護」セクターは新しいセクターではありますが、その重要性は高まっています。例えば、世銀

全体の予算のうち「社会保護」関連は現在13％を占めており、年間40億ドル相当になります。そういう

点からも、世銀全体、あるいはこの地域の両方において重要なセクターになっています。この地域にお

いては、「社会保護」を対象にした35の継続的なプロジェクトが進行中です。

現在作成中の「社会保護」戦略に基づく定義についてご説明します。まず、個人、家計部門、あるいは

一般のコミュニティに対しての、よりよきリスク管理ができるような介入。それから社会のなかでも弱

者といわれる層に対して、資本を提供するための公的な介入。この2つの目標をもって活動しています。

具体的には、世銀では、この「社会保護」は伝統的には3つの分野を対象とするものでした。第1にセー

フティネット。第２に労働市場とそれに関連した政策プログラム、第３に年金です。世銀の場合、健康

保険は「社会保護」の一部に入れていませんが、国によってはこれも「社会保護」に入れることがある

ようです。

次に、この戦略のなかで「社会保護」に関連した作業プログラムのなかに規定されている枠組みについ

てご紹介したいと思います。この枠組みは、「社会的リスク管理」と呼ばれています。この「社会的リ

スク管理」は分析的な枠組みですが、これは貧困緩和という、世銀全体の政策と軌を一にするもので
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す。同時にいくつかのリスクの要因を認識したものであり、経済的な要因、天災等の自然的な要因、ま

た、それ以外にも、各種の要因分析をするための一貫性をもつ枠組みです。

リスク管理に関しては3つの手法があると考えています。第1はリスクの予防、第2がリスクの緩和、第3

がリスクへの対処です。

リスクの予防においては、非常に幅広い経済成長を実現することが不可欠だと考えています。それに加

えて、労働市場政策、訓練、あるいは中核的な労働基準、これも予防するという意味では不可欠な要素

です。リスクの緩和については、リスクをプールするという保険のメカニズムを使うものがあります。

もう一つは、リスクへの対処です。これはショックが起こってしまったあとに、それにどのように対応

するかということですが、いちばん明確に考えられるのは、やはり社会的なセーフティーネットをつ

くっておくということです。

世界的なリスク管理に関しては、フォーマリティという意味で3つのレベルに分けて考えています。最初

はインフォーマルなメカニズムを通じて行うもの。例えば家族や地域社会が面倒をみるというようなこ

とです。2番目が市場に依拠した手段を使うもの。これは民間の保険が考えられます。3番目が公的な手

段です。

「社会保護」の状況

続いて、危機前に、東アジア地域に存在していた「社会保護」の状況について簡潔にお話したいと思い

ます。

東アジア地域の「社会保護」のモデルは、好景気による経済成長が続いていたことが、まず第一義的な

セーフティーネットを提供していました。同時に、それによって雇用も提供されていました。さらに成

長し続けるということが、老後保障にもつながっていたわけです。2番目の特徴は、きわめて強い家族や

地域社会の連帯に基づいて、インフォーマルな社会保障が提供されていたということ。3番目は、フォー

マルなかたちでの「社会保護」の提供はきわめて限定的であったということです。

1990年代、この地域における公的な「社会保護」は、GDPの1％に過ぎませんでした。 これは世銀から

借入を行っている国の数字です。それに対してOECD諸国の場合には 12.5％、アメリカは4％という状況

でした。もちろん、この間「社会保護」の状況は、特に福祉領域では非常によくなっていました。例え

ば、平均余命が高まった等にそれが表れています。しかし同時に、この地域には完成されていない「社
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会保護」に関する課題が残っていることも明らかになりました。この課題は、次のように要約すること

ができます。 第1に、多くの地域において、貧困の集中した地域がみられるということです。タイ、中国

等では、ここ十数年間に国民の間の不平等が高まってきたという問題が指摘されます。 2番目は、多くの

国において、社会的な弱者層がまだ数多く存在するということです。女性、子ども、国内あるいは海外

からの移民、インドシナからの難民等がそれにあたります。3番目としては、他の地域と比べて労働市場

のインフラストラクチャーが未整備な点を挙げなければなりません。ここでは、労働基準等は存在して

いないに等しい状況であり、あってもほとんど執行されていない、あるいは労働条件そのものが非常に

貧弱であり、職場等における安全対策の遅れによる事故の発生もあります。また、社会的な対話が行わ

れていない、あるいは行われていても弱いという問題があります。

次に、危機当時における「社会保護」の状況はどうであったのか。貧困対策、福祉全体に及ぼした影響

は、いくつかの経路を通じてそれが明らかになりました。いちばん重要なものは、労働市場を通じて明

らかになった実質賃金の低下、失業の増加です。さらに公的な支出が減ったことも大きいと思います。

このときの状況について、世銀では3点を強調しています。第1に、この危機は政策当局を完全に不意打

ちしてしまったということです。当局が危機に対処する用意がまったくできていなかった。2番目に、す

でに世銀では二国間援助機関等の支援を得て、社会的な安全網を拡充しようという努力を行っていまし

たが、あまりにも遅すぎる等の問題がありました。それからきわめて重要な情報のギャップも存在しま

した。情報が正確に迅速に伝わらないという問題があったわけです。また、労働省、福祉省において、

制度的な能力が欠如していたために、公的プログラムも実行困難でした。それから、当然財政の制約が

あっために、財政的にもプログラムを拡充できなかったという問題もあります。もう1つ指摘できるの

は、インフォーマルなメカニズムが、実はかなり効果的に機能したということです。タイでも、その点

の分析を行いましたが、危機に対して家族や地域社会が対応し、それはかなりうまくいったわけです。

しかし、当然のことながらそれにも限界がありました。

「社会保護」の6つの構造的チャレンジ

それでは、現状と将来についてお話してみたいと思います。「社会保護」政策において、われわれは、

いったいどういう構造的なチャレンジを受けているのか。これについては6つの要素をあげてあります。

第1の要素は、「人口の高齢化」です。この地域はかなり急速な人口の高齢化が進んでいます。もちろん
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低い水準からではありますが、世界のどの地域よりも急速に進行しています。2番目は、「都市化」で

す。現在、この地域の平均的な都市化率は低い段階にありますが、かなり急速に変化が起こっていま

す。中国の、1995年と2025年を比較してみると、95年当時の都市化率は30％であったものが、2025年

には50％を超えるという、きわめて急速な変化が予想されています。ほとんどの国が都市化するなか

で、2、3カ国だけが主として農村部を中心とした国でありつづけると予想されます。3番目は、「工業

化」です。現在労働人口のほとんどは農村部にありますが、工業地帯へとどんどん移行していくでしょ

う。それから都市化、工業化の当然の帰結として、「労働力のフォーマリゼーション」があげられま

す。現在インフォーマルセクターで雇用されている人の多くが、工場、企業といった、フォーマルセク

ターでの雇用に移行していくことが予想されます。もう1つ重要な要素は民主化です。別の言い方をすれ

ば、政策立案過程に対する市民の参加でしょうか。社会的なサービスをよりよいかたちで提供されるこ

とを希望する、あるいは個々の市民社会のニーズに注目することが求められるということがあります。

最後の要素は、中国、ベトナム、ラオス、カンボジアのような体制移行国に関連して重要なことです

が、国家中心的な経済から自由市場経済に移行するという経済体制の変化です。これは、その経済が現

在、公的部門中心の経済になっている国においても重要な点だと考えています。

「セーフティーネット」に関する戦略

それでは、3つの分野、それぞれに関して行った分析に基づいて、3つの問題点を指摘しておきたいと思

います。セーフティネットの問題については、グローバル化が進展するなかで、良い点、悪い点を含め

て、部分的に将来のショックが高まることが予想されます。またはグローバル化、ショックの増加の結

果として、現在の公的なセーフティネットはあまりにもその幅が広すぎるがゆえに、十分な保護ができ

ないというおそれもあります。さらに、現在主要な雇用を満たしている、インフォーマルなセーフ

ティーネットは、構造的な変化、あるいは徐々に弱体化が予想されます。 セーフティーネットに関する

戦略の方向について、4つ指摘したいと思います。第1に、貧困の状況に関して改善を図るとともに、そ

れを管理し、社会的な弱者グループに関するモニタリングを行うということです。この地域における貧

困の状況に関する量的な意味での知識の基盤は高まりましたが、質的な側面をもって把握する真のニー

ズが存在します。さらに、難民等の社会的な弱者のグループに対しても、これを扶助していくような十

分な知識の蓄積がまだ存在しません。2番目は、この地域において、家族、その他地域社会の関与を中心

にしたインフォーマルなセーフティネットが不可欠であるということはわかっていますが、それが具体

的にはどういった内容かということに関する理解を増進する必要があります。これはすでに
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APEC、IMF、ADP等と協力して研究を行っていますが、知識を高めるという意味で、さらにリサーチを

行う必要があります。3番目の戦略的な方向は、現存するプログラムをもとに、さらにその効率を高め る

ニーズが非常に大きいということです。われわれが理解し分析したかぎりにおいて、基礎のプログラム

をよりよくまとめて行い、各機関あるいはプログラム相互の調整をより改善する必要があります。現場

における実施状況等も改善の余地があります。もっともっと基礎のプログラムをよくする余地が残って

いるということですが、これは各国におけるパートナーとともにすすめていくつもりです。最後の点

は、一旦危機が起こった段階で適用されるべき適正な手段としてはどういうものがあるのか、評価を深

める必要があります。各種のソーシャルセーフティーネットを構成する手段がありますが、例えばディ

スプログラム、あるいはマイクロクレジット、それから社会的な投資、それぞれをよりよく評価して、

現状把握をする必要があります。すでにこの地域でも5つの社会ファンドが機能しているようですが、そ

ういったもののあり方を分析するとともに、全世界的にも同様の調査を行うことにより、他地域から学

ぶとともに、ソーシャルセーフティネットの有効性を調査し、よりよく利用できるようにする必要があ

ります。

「労働市場」に関する戦略

次に、皆さんが特に関心をもたれている労働市場に関連した問題に移りたいと思います。東アジア経済

においては、労働市場は中心的な役割をはたしてきました。特にこの地域が貧しく、農業を中心とした

経済から急速に工業化をする上で、また労働集約的な輸出志向経済に転換する上で、中核的には労働市

場の問題があります。また、東アジア地域においては、労働市場は危機を伝播した主要な経路でもあっ

たし、成長を再開するとともに、持続可能な成長を実現する上で鍵を握るものでもあります。貧困の軽

減、平等な成長を実現する上での中心的な役割が労働市場の改善です。この地域の労働市場には3つの主

要な特徴があります。まず労働力化率が非常に高いということ。約85％と想定しています。2番目に労働

人口のかなりの部分が農業に従事しているということ。最後の要素は、インフォーマルセクターがやは

り大きいということ。その比率は徐々に低下していますが、非常に大きいのが現状です。インドネシア

の場合には、全体の経済、あるいは労働力の3分の2、韓国の場合には10％をインフォーマルセクターに

依存しています。労働市場に関連した問題は4つあげられます。分野として非常に大きく、また複雑な地

域でありますし、社会政策のなかでも複雑な部分であるということで要約するのは困難ですが、第1に、

労働市場関連の諸制度、政策がまだまだ弱体であるという点を指摘したいと思います。労働法、労働基

準、労働省などの労働機関、労働組合等もまだ十分に組織化されていません。第2は、労働市場関連プロ
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グラムが非常に限定的であるという点です。これは「社会保護」プログラム全体についていえることで

すが、特に検討しておかなければなりません。労働市場関連のプログラムとして、例えば失業保険はほ

とんど存在しないに等しい状況です。韓国を含め、2、3の例外はあります。積極的な労働市場プログラ

ムを考えていくと、訓練のためのプログラムもあまり発展していませんし、賃金面での補助も、どう

いった種類のものにせよ、ほとんど存在しません。こういった諸プログラムの対GDPをみると、1％未満

というのが東アジアの現状であり、他の地域よりもはるかに失業率が高くなっています。 それから国際

市場で十分競争できるように技能を身につけさせること、そのための努力です。こういった状況に対応

したドラフトに提案されている戦略的な方向について、3つあげたいと思います。まず、より競争力があ

る包括的な労働市場と労使関係の枠組みをつくるということです。労働市場の諸制度のよりよき効果的

枠組をつくる必要があります。さらによき労使関係の枠組みを奨励したいと思います。また、適切な労

働基準の導入も必要です。特に、われわれにとって優先課題である、児童労働、女性労働など、社会的

弱者に関連した労働基準の導入が必要だと考えています。もう1つは、労働市場がよりよく、またより十

分に機能するように保障する必要があります。特に積極的な労働市場プログラムが重要だと考えていま

す。インフォメーションシステム、あるいは効果的な職業紹介サービス、職業を探す上での公的な支援

等を充実する必要があるという点です。いまのこの地域の諸国の発展段階を考えてみますと、消極的な

労働市場政策というものは、その確立、適用の可能性は低いと考えています。インドネシア、ベトナ

ム、カンボジア、ラオスなどを想定しても、例えば労働市場プログラムとして、失業保険のようなもの

が、いまの段階で適切だとは考えられません。失業保険よりも、まず他の積極的な労働市場の関連プロ

グラムのオプションを検討し、実験することを中心にすべきでしょう。その点では、ILOとは違った考え

方をとっています。ILOは失業保険等をまず加盟諸国においてもつくるべきであるとしているようです。

失業保険に対して知識をさらに高める必要があるという点では同感です。ですから、タイ等では一緒に

なって失業保険を導入する作業を行っていますし、他の地域でも行っています。それ以外に、例えば解

雇手当プログラムの強化、あるいは失業のためのセイビング・ザ・カウント（失業のために貯金してお

く）というプログラムを検討する必要があると考えています。つまり失業保険以外の幅を広げるべきだ

とわれわれは考えているわけです。ある意味で、ILOは失業保険そのものをもっと追求しようとしてい

る。それに対してわれわれは他のオプションを検討しようとしているという意味で、役割分担が存在す

るということは言えると思います。主要な方向性は労働力の競争力を強化するということです。この分

野では世銀の教育訓練ユニットと協力しています。職業訓練はきわめて重要な要素です。「社会保護」

と教育部門とも協力をして、労働市場を強化しようということです。年金についても触れておきたいと
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思います。問題点としては同じように4つあげられます。第1は、人口の高齢化が急速にすすんでいると

いうこと。2番目に労働者のなかでも年金で保護されている率が非常に低いということ。OECD諸国の場

合には100％ですが、この地域の平均は30％です。これは世界の他の地域でも低い。それから3番目が高

齢者を対象にした公的なセーフティネットが存在しないということ。家族が高齢者の面倒をみるという

ことが現在でも続いています。しかし、家族が支援をするというメカニズムは今後低下していく、弱体

化していく可能性が高いと指摘しなくてはなりません。インフォーマルなアレンジメントが徐々に姿を

消すという問題です。 これは日本や韓国の歴史をみれば明らかですし、きわめて家族の連帯が強かった

ヨーロッパのスウェーデン、デンマーク等でも、現在はどうなっているかと言うと、やはり経済発展の

過程のなかで家族を通じてのアレンジメントがどんどんなくなってきています。

「年金」に関する戦略

年金に関連して戦略的な方向を2つあげています。最初は、既存の年金制度を強化するということです。

これは当然のことだと思います。この地域の多く国は、賦課方式の年金制度をとっており、当然財政的

に持続可能かどうかという批判があります。ですから、まず第1に、この賦課方式の年金を改善する必要

があります。同時に平等性という観点からの改善も必要です。現在は、所得分配に逆行するようなかた

ちで、きわめて不平等な運営がなされています。2番目の方向は、1994年以来、世銀は多面的なマルチプ

ランの枠組みを支援するということになりました。現在のところは最初の優先課題として、既存の年金

財源の改革が必要です。1つには、その賦課方式を最初の柱としながらも、それに加えて強制的な、しか

しながら資産運用は民間に委ねた、全額積立方式の年金に移行する。それから3番目の段階として強制的

という要素を除去するということです。もう1つ重要な要素は、情報システムの改善はしなくてはなりま

せん。年金システムと、それからよりよい情報システムとを結 びつける。それから、年金システムと金

融制度とを結びつけ、改善することです。

これからの「社会保護」

実施上の戦略ですが、危機が起こったことによって、「社会保護」はどの国においても優先課題となり

ました。そういった気運が生まれていますので、これを維持したいと考えています。この地域において

「社会保護」の重要性の認識を高めたいということです。同時に、国際機関や各国政府、社会的なパー

トナー、NGO等、これに関連したパート ナーを集めて、「社会保護」の課題に、ともに取り組んでいき
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